
利根川のうつりかわり ～ 利根川の改修工事【1】 ～

明治中期までの河川の維持・改修は舟運を目的とする低水工事でしたが、当時、全国で頻発する洪水に対処するため、明治29年
（1896年）に河川法が制定されました。これにより、これまでの低水工事から洪水を防御する高水工事（築堤など）へと我が国の
治水思想が転換し、利根川でも明治33年（1900年）から昭和5年にかけて、今日の河道の基礎となる「利根川改修工事」が行われ
ました。
明治33年（1900年）に始まった第一期改修は、利根川河口から佐原までの42ｋｍにおいて低水路の開削や河道の付替、築堤工事

などが行われ、明治42年（1909年）に竣工しました。

明治時代以前から主要内陸輸送機関として利用されていた舟運は、明治時代に
も江戸時代からの制度を引き続き用いられましたが、政府は、近代国家を作り上
げる中で、海上沿岸交通と内陸舟運路の整備と拡充が当面の重要政策としていま
した。
政府は、欧米の進んだ治水対策技術の導入を図るべく、オランダ工師を招へい

し、まず低水工事（しゅんせつなど）を計画し水運を発達させるかたわら、特に
水害の恐れのある場所を選んで水害防除の工事を併せ行うこととしました。
さまざまなオランダ工師を招へいし、明治３２年度まで利根川の低水工事は行

われていました。

明治期に入り、我が国でも蒸気による土木工作機械を用いられるように
なりました。河川改修においても次第に掘削や運搬のために機械が導入さ
れるようになりました。
それでもなお多くの場合、相変わらず人手による作業が必要とされ、特

に築堤工事の際には土運搬や地固めに現場周辺の農家などから多くの人員
が動員されました。

東庄町笹川では浚渫工事が起工され、浚渫
土砂は築堤に用いられたほか、周辺の湿地、
沼沢等の埋立にも利用され、洪水防御ととも
に土地造成を行うという一挙両得の成果をあ
げたのでした。
東庄町笹川にある利根川コジュリン公園に

は、利根川改修事業の着手を伝承する「利根
川第一期改修発祥の地」の石碑が建立されて
います。

築堤の様子 大正中期頃

利根川第一期改修発祥の地の石碑
（東庄町笹川）

浚渫船 印旛号
浚渫能力 48㎥/h程度
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